
1　職種・区分、採用予定人員、受験資格

試験科目 採用予定人員

【欠格事項】

２　試験の方法・内容

２
次

３　試験の日時・場所

職務能力試験 職務適性検査 専門試験 作文試験

４　募集期間

５　申込方法

【提出書類】

・受験申込書

・履歴書（市販のＡ３又はＡ４判サイズもの　自筆に限る）

・写真（最近６ヶ月以内に撮影されたものを履歴書に必ず貼付）

・最終学校の卒業証明書、又は卒業見込証明書

・最終学校の成績証明書

令和８年４月２３日（木）から令和８年６月１０日（水）まで

　受験申込書（窓口で交付、返信用封筒による郵送、村ホームページからのダウンロード）に下記の書類を添えて
総務課総務係へ直接持参するか郵送してください。
　持参の場合は土日、祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで。郵送の場合は配達記録など確実な方法
で郵送してください。令和８年６月１０日（水）必着です。

試験日 試験の名称

第二次試験
令和８年８月下旬予定

　面接試験
　日時及び場所については、第一次試験合格者にのみ通知

第一次試験
令和８年７月１２日(日）

科目

１
次 適性検査

職務適応性検査
　公的部門の職員としての職務への適応性をポイントを絞って性格傾向の面から検査
事務適性検査
　事務職員としての適応性を正確さ、迅速さ等の作業能力の面から検査

面接試験  個別面接による試験

職種 試験区分 受験資格年齢

一般行政

論理的に思考する力、文章を正確に理解する力、統計等の資料を分析する力、
国内外の社会情勢への理解等を確認するための基礎的な問題

地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する人

①禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人

一
般
行
政

行政・事務 試験（1時間）
10：00～11：00

適性検査（40分）
11：10～11：50
職務適応性
事務適性

令和８年度大桑村職員採用試験要項

②日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する

　政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

出題分野

職務能力試験
【一般行政】

 大桑村役場　総務課総務係

説明（10分）
13：00～13：10

試験（1時間30分）
13：10～14：40

※学校教育法による高等学校以上とは、大学、短期大学、高等学校、専門学校等を指します。

作文試験  一般事項についての作文試験

行政・事務

職務能力試験
適性検査
作文試験
面接試験

若干名

昭和56年４月２日以降に生まれ、学
校教育法による高等学校以上（※）
を卒業した人（令和９年３月31日まで
に卒業見込みの人を含む。）



６　採用予定年月日

７　給与

備考

上級

中級

初級

※この金額は、上級【２２歳】、中級【２０歳】、初級【１８歳】で採用された場合の標準月額です。

※職歴等を有する人は、一定の基準で加算します。

８　その他

この試験の実施に際して収集する個人情報は、この採用試験のために必要な範囲でのみ利用します。

大学卒 232,000

短期大学卒 216,500

高等学校卒 200,300

令和９年４月１日

令和８年４月１日現在

学歴区分 初任給

 大桑村役場　総務課総務係

〒399-5503　大桑村大字長野880番地1

電話　0264-55-3080


